
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號
 
昭
和
六
十
三
年
十
二
月

日
本
古
代

の
戒
律
受
容

-

戒
師
招
請
を
め
ぐ
る
史
料
批
判

-

直

林

不

退

一

(
1
)

日
本
古
代
に
於
け
る
戒
律
受
容
に
つ
い
て
課
題
を
設
定
す
る
場
合
、

奈
良
朝
の
戒
師
招
請

の
問
題
が
重
要
な
論
点
と
な
ろ
う
。
従

っ
て
、
戒

師
招
請
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
数
多
く

の
先
学
に
よ

っ
て
様

々
な
形

で
研
究
の
蓄
積
が
な
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
戒
師
招
請

の
歴
史
的

究
明
の
前
作
業
と
し
て
、
か
か
る
研
究
史
を
回
顧
し
つ
つ
そ

の
問
題
点

の
一
端
な
り
と
も
提
起
し
た
い
。

二

さ
て
、
天
平
五
年

(七
三
三
)
の
戒
師
招
請
に
つ
い
て
物
語

る
史

料

は
、
殊
の
外
少
な
い
。

(イ
)
日
本
天
平
五
年
歳
次
癸
酉
、
沙
門
栄
叡
普
照
等
、
随
遣
唐
大
使
丹
堀

真
人
広
成
至
唐
国
留
学
、
是
年
唐
開
元
三
十
一
年
也
、
唐
国
諸
寺

三
蔵
大

徳
、
皆
以
戒
律
為
入
道
之
正
門
、
若
不
持
戒
者
、
不
歯
於
僧
中
、
是
方
知
本

国
無
伝
戒
人
、

右
は
、
塾
真
伝
と
し
て
は
最
も
著
名
な
淡
海

三
船

の

『
唐
大
和
上
東

(
2
)

征
伝
』

の
一
節
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
単
に
天

平

五
年

(七
三
三
)
の

栄
叡

・
普
照
の
渡
唐
の
み
を
載
せ
、
招
請
の
発
端
が
恰
も
彼
等
の
入
唐

後

の
見
聞
に
由
来
す
る
か
の
如
き
筆
致
を
為
す
。

(
ロ
)
繹
栄
叡
者

(略
)
住
興
福
寺

(略
)
日
本
戒
律
未
具
、
受
舎
人
王
請

入
唐
、
請
伝
戒
師
僧
、
奏
勅
発
遣
、

(
ハ
)
繹
普
照
者
住
福
寺
、
為
日
本
戒
律
未
具
、
以
天
平
年
勅
入
唐
、
請
伝

戒
律
師
僧
、

(
ロ
)
(
ハ
)
は
、
い
ず
れ
も
堕
真

の
門
侶
思
託
の
選
述
に
か

か

る

『
延
暦
僧
録
』
栄
叡

・
普
照
伝

の
逸
文

で
あ
る
。
即
ち
、
両
伝
と
も
二

僧
の
入
唐
は
、
頭
初
か
ら
戒
師
探
索

の
た
め
で
あ
る
と
記

し
、
(
ロ
)

に
よ
れ
ば
、
当
時
の
知
太
政
官
事
た
る
舎
入
親
王
の
要
請
を
受
け
て
の

事
と
い
う
。

(
二
)
天
宝
二
載
。
留
学
僧
栄
叡
業
行
等
白
和
上
日
。
仏
法
東
流
至
於
本
国
。
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難
有
其
教
無
人
伝
授
。
幸
願
和
上
東
遊
興
化
。

(
二
)
は
、
奈
良
朝
の

「
正
史
」
た
る

『続
日
本
紀
』
所
載
の
難
真

卒
伝
の
記
述
で
あ
る
。
や
は
り
、
栄
叡

・
業
行

の
留
学
に
言
及
す
る
の

み
で
、
戒

師
招
聰
の
具
体
的
事
情
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
文
節
の
他
に

『
続
紀
』
に
於
い
て
は
、
戒
師
招
請
を
め
ぐ

っ
て
記
載

が
全
く
な

い
の
は
、
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(ホ
)
又
有
元
興
寺
沙
門
隆
尊
律
師
者
。
志
存
鋪
珠
。
終
求
草
繋
。
於
我
国

中
。
難
有
律
本
。
閾
伝
戒
人
。
幸
箔
玄
門
。
嘆
無
戒
足
。
即
請
舎
人
王
子
処

日
。
日
本
戒
律
未
具
。
仮
王
威
力
。
発
遣
僧
栄
叡
。
随
使
入
唐
。
請
伝
戒

師
。
還
我
聖
朝
。
伝
受
戒
品
。
舎
人
親
王
即
為
隆
尊
奏
。
勅
召
件
栄
叡

入

唐
。
於
是
興
福
寺
栄
叡
。
與
普
照
倶
奉
勅
。
四
月
三
日
。
随
遣
唐
大
使
多
治

比
真
人
広
成
。
到
唐
国
。

こ
れ
は
、
戒
師
招
聰
に
つ
い
て
の
最
も
詳
細
な
所
伝
た
る

『
東
大
寺

要
録
』
本
願
章
天
平
五
年
癸
酉
条
で
あ
る
。
本
書
の
編
纂
は
、
長
承
三

(3
)

年

(
一
一
三
四
)
以
前
と
さ
れ
、
本
願
章
は
聖
武
天
皇
に
関
す

る

諸

事

項
を
編
年
的
に
配
列
し
た
部
分
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
特

に
注
目

す
べ
き
は
、
招
聰
の
儀
を
発
案
し
舎
人
親
王
に
献
策
し
た
人
物
と
し
て

元
興
寺

の
隆
尊
の
名
を
掲
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
隆
尊

に
関

し

て

は

『
延
暦
僧
録
』

に
そ
の
伝
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
。

(
へ
)
繹
隆
尊
者
、
氏
族
未
詳
、
住
元
興
寺
、
隆
尊
幸
造
玄
門
、
嘆
無
戒
足

右

の
如
く
隆
尊
は
、
日
本
に
未
だ
正
式
の
戒
無
律
き
を
嘆
じ
た
と
い

う
。

つ
ま
り
、
(
へ
)
に
あ

っ
て
は
、
明
記
し
な
い
ま

で
も

(
ホ
)
と

同
様
に
隆
尊

の
戒
師
招
請

へ
の
介
在
を
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。

以
下

(
イ
)
よ
り

(
へ
)
の
史
料
を
め
ぐ

っ
て
、
如
何
な
る
議
論
が

な
さ
れ
た
の
か
吟
味
し
て
行
こ
う
。

三

戒
師
招
聰

の
研
究
に
先
鞭
を
付
し
た
安
藤
更
生

氏

は
、
(ホ
)

の
隆

尊
献
策
説
を
採
用
さ
れ
、
「戒
師
の
招
請
は
、
必

し
も
国
内
宗
教

界

の

(4
)

一
致
し
た
要
望
で
は
な
か

っ
た
」
と
そ
の
背
景
を
想
定
さ
れ
た
。
し
か

し
、
そ

の
後
隆
尊
献
策
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
龍
氏
に
よ

っ
て
疑
義
が

示
さ
れ
た
。
即
ち
、
佐
久
間
氏
は
、
隆
尊

の
戒
律

へ
の
造
詣

の
深
さ
は

認
め
つ
つ
も
、
当
時
二
十
八
歳
と
い
う
彼
の
年
齢
と
地
位
の
低
さ
に
鑑

(
5
)

み
こ
れ
を
疑
問
視
さ
れ
、
別
に
道
慈
の
介
在
を
主
張
し
て
行
く
。

そ
し
て
、
佐
久
間
説
を
敷
衛
す
る
舟
ヶ
崎
正
孝
氏
は
、
(
ホ
)
の
「幸

箔
玄
門
嘆
無
戒
足
」
が

(
へ
)
の

「
隆
尊
幸
造
玄
門
嘆
無
戒
足
」
と
類

似
し
、
(
ホ
)
の
方
が
招
請
の
経
過
を
要
説
す
る
点
に
着
眼
さ
れ
、
『東

(6
)

大
寺
要
録
』

の
所
説
を
批
判
し
道
慈
説
に
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
近
年

の

(7
)

上
山
春
平

・
川
崎
庸
之
各
氏
も
、
(
ホ
)

の
記
述

に
懐
疑
的
で
あ

る
。

川
崎
氏
は

(
ホ
)
中
の

「
鵬
珠
」
「
草
繋
」
「
幸

箔
玄
門
嘆
無
戒
足
」

「
日
本
戒
律
未
具
」
と
近
似
の
表
現
を

『延
暦
僧
録
』
の
逸
文
よ
り
探

索
し
、
「
『東
大
寺
要
録
』

の
文
章
は
、
『
延
暦
僧
録
』
の
栄
叡

・
普
照
・

(9
)

隆
党

の
三
伝
の
中
の
語
句
を
点
綴
し
て
作
ら
れ

た
」
と
い
う
。

一
方
、
赤
谷
明
海
氏
は
、
(
ホ
)
を
思
託
撰
の
最
古
の
璽
真
伝

た

る

日
本
古
代
の
戒
律
受
容
 
(直

林
)
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日
本
古
代
の
戒
律
受
容

(直

林
)

三
巻
本

『
墜
真
大
和
尚
伝
』
(以
下

『広
伝
』
)
の
逸
文
と
し
て
考

定

す

る
と
い
う
注
目
す
べ
き
見
解
を
提
示
さ
れ
た
。
赤
谷
氏
は
、
推
定

の
根

拠
ど
し
て
五
項
目
を
挙
出
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
特
に

「
c
」
の

「
逸
文

(9
)

の
文
章
は
首
尾

一
貫
と
し
て
お
り
、
同

一
人
の
作
文
と
見
ら
れ
る
」
と

述
べ
ら
れ
る
の
は

(
ホ
)
の
性
格
を
考
え
る
場
合
興
味
深
い
。

上
述

の
如
く
、
戒
師
招
聴
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
そ
の
基
本
史
料
の
解

釈
に
お
い
て
大
き
な
問
題
点
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四

か
く
て
、
本
稿
で
は
、
上
記
の
研
究
史
に
あ

っ
て
諸
見
解

の
分
岐
点

と
な

っ
た

(
ホ
)

の
史
料
と

(
ロ
)
(
ハ
)
(
へ
)
と
の
前
後
関
係
を
窺

い
た
い
。
確
か
に
川
崎
氏
等
も
触
れ
る
如
く
、
(
ホ
)
に
は

『
延

暦

僧

録
』
の
各
伝
と
よ
く
似
た
言
葉
が
多
い
。
し
か
し
こ
の
こ

と

は
直

に

(
ホ
)
が

『
僧
録
』
を
参
照
し
た
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
逆

に
史
料
関
係
も
成
立
可
能
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
(
ホ
)
の

「
幸
箔
玄
門
」
と

(
へ
)
の

「
幸
造

玄

門
」
と

を
比
較
す
る
と

「
箔
」
「
造
」
の
字

の
相
違
に
気
付

く
。
も

し

(
へ
)

の
如
く
訓
ん
だ
場
合
は
前
後
の
意
味
が
通
り
に
く
く

な

る
。
も

と

よ

り
、
写
本
系
統

の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
(
へ
)
の
方
を
原
史

料

と

す
る
に
は
若
干
の
無
理
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、

(
ホ
)
の

「
難
有
律
本
闘
伝
戒
人
」
は
、
(
二
)
に
あ
る

「
錐

有
其
数
無

人
伝
授
」
と
類
似
す
る
。
『要
録
』
本
願

章

が

『
続
紀
』
臨

真
卒
伝
を
引
用
し
た
形
跡
は
他
に
な
く
、

二
応

(
ホ
)
に
基
づ
き
(
二
)

が
作
ら
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
、
現
段
階
で
は
、
赤
谷
氏
の
推

定

の

如

く

(
ホ
)
を

『
広

伝
』
の
逸
文
と
考
え
、
『
僧
録
』
や

『
続
紀
』
が
そ
れ
に
依

っ
た

と

す

る
の
が
至
当
で
は
な
い
が
、

つ
ま
り
、
隆
尊
献
策

説

は
、
『
広
伝
』
に

見
る
以
上
、
璽
真
墓
去
直
後
の
門
弟
問
に
流
布
し
て
い
た

こ

と

に

な

り
、
俄
に
疑
い
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
右
の
如
く
戒
師
招
聰
の
研
究
史

の
中
か
ら
、
そ

の
献
策

者

の
問
題
を
史
料
的
に
吟
味
し
た
。

(1
) 
拙
著

『
日
本
古
代
仏
教
制
度
史
研
究
』
一
三
頁
に
お
い
て
、
そ
の
意

義
を
述
べ
た
。

(2
)
 蔵
中
進

『唐
大
和
上
東
征
伝
の
研
究
』
九
頁
。

(3
) 
筒
井
英
俊
校
訂

『東
大
寺
要
録
』
五
頁
。

(4
)

安
藤
更
生

『
豊
虞
大
和
上
簿
之
研
究
』
六
二
頁
。
他
に
木

宮
泰
彦

『
日
支
交
通
史
』
三
二
九
頁
も
隆
尊
説
を
採
る
。

(5
) 
佐
久
間
龍

「戒
師
招
請
に
つ
い
て
し
(『南
都

仏
教
』
第
八
号
)
六

五
頁
、
「戒
師
招
請
を
め
ぐ
る
問
題
」
(『論
集
日
本
仏
教
史
』
2
)
一
五
六

頁
。

(6
) 
舟
ヶ
崎
正
孝

『
国
家
仏
教
変
容
過
程
の
研
究
』
六
五
頁
。

(
7
) 
上
山
春
平

「豊
真
渡
海
の
謎
」
(『歴
史
読
本
』
第
三
十
五
巻
第
十
四

号
)
。

(
8
) 
川
崎
庸
之

「天
平
年
間
に
お
け
る
伝
戒
師
招
聰
に
つ
い
て
」
(『
日
本

仏
教
の
展
開
』
)
六
五
頁
。

(9
) 
赤
谷
明
海

「
〔校
異
・
拾
遺
・参
考
・覚
書
〕
豊
真
大
和
上
伝
」
(『国

書
逸
文
研
究
』
第
十
七
号
)
一
九
頁
。

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>
 
戒
師
招
請
、
豊
真
、
戒
律

(龍
谷
大
学
講
師
)
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